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示

仮
囲
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に
幼
児
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絵
を
展
示

    

〜
国
保
病
院
が
も
う
す
ぐ
完
成

〜
国
保
病
院
が
も
う
す
ぐ
完
成

建
設
水
道
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建
築
係

国
保
病
院
増
改
築
建
築
主
体
工

事　

萩
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窪
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経
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所
長　

松
崎　

聡

　

昨
年
３
月
に
着
手
し
、
長
く
思

え
た
工
期
も
１
年
半
が
過
ぎ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
の
間
町
民
の
皆

さ
ま
に
は
、
何
か
と
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
ま
し
た
が
、
９
月
16
日
に

無
事
増
築
部
分
の
引
き
渡
し
を
終

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

残
さ
れ
た
工
事
は
、
既
存
病
棟

１
階
部
分
の
改
修
、
そ
の
後
現
在

の
透
析
室
・
リ
ハ
ビ
リ
室
が
改
修

後
の
１
階
に
移
動
し
、
増
改
築
工

事
は
終
了
で
す
。

　

来
春
は
、
現
在
の
透
析
室
・
リ

ハ
ビ
リ
室
・
元
厨ち
ゅ
う
ぼ
う

房
な
ど
が
あ
る

南
病
棟
部
分
を
解
体
し
、
建
築
工

事
が
完
了
と
な
り
ま
す
。
大
変
ご

不
便
を
お
掛
け
し
て
い
ま
す
が
、

も
う
し
ば
ら
く
の
間
ご
理
解
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
は
、
殺
風
景
な
工
事

用
の
仮
囲
い
に
、
何
か
町
民
の
皆

さ
ん
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う

な
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
ま

し
た
。

　

現
場
で
養
生
な
ど
に
使
用
す
る

４
色
の
プ
ラ
パ
ネ
ル
を
台
紙
に
、

鹿
追
幼
稚
園
（
20
人
）、
鹿
追
保

育
園
（
25
人
）
の
年
長
児
に
自
分

の
顔
を
描
い
て
も
ら
い
、
ラ
ミ

ネ
ー
ト
を
施
し
た
絵
を
展
示
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

看
板
は
廃
棄
物
と
な
る
埋
め
込

み
照
明
器
具
を
活
用
し
、
日
が
落

ち
る
と
自
動
点
灯
し
、
絵
の
看
板

で
あ
り
な
が
ら
歩
道
用
照
明
と
し

て
も
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。　

　

来
春
３
月
ご
ろ
ま
で
展
示
し
て

い
ま
す
の
で
、
役
場
・
病
院
な
ど

に
お
越
し
の
際
は
ぜ
ひ
ご
覧
に

な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

も
う
し
ば
ら
く
の
間
、
安
全
第

一
で
作
業
い
た
し
ま
す
の
で
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

各
種
統
計
調
査
員
の
石
澤
隆
志

各
種
統
計
調
査
員
の
石
澤
隆
志

さ
ん
に
道
知
事
感
謝
状

さ
ん
に
道
知
事
感
謝
状

企
画
財
政
課 

企
画
開
発
係

　

９
月
６
日
、
平
成
23
年
度
知
事

感
謝
状
20
年
級
（
北
海
道
統
計
功

労
者
）
に
石
澤
隆
志
さ
ん
（
中
瓜

幕
）
の
受
賞
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
長
年
に
わ
た
り
各
種
統

計
調
査
に
携
わ
っ
て
き
た
方
に
対

し
、
北
海
道
知
事
よ
り
感
謝
状
が

贈
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　

石
澤
さ
ん
は
昭
和
60
年
よ
り
国

勢
調
査
や
農
業
基
本
調
査
な
ど
の

各
種
統
計
業
務
で
、
調
査
内
容
の

説
明
お
よ
び
調
査
票
の
配
布
・
回

収
な
ど
に
従
事
し
、
尽
力
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

11
月
１
日
に
役
場
町
長
室
で
感

謝
状
贈
呈
式
が
行
わ
れ
、
町
長
か

ら
石
澤
さ
ん
に
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉

が
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。

ご
存
じ
で
す
か
？

ご
存
じ
で
す
か
？    

道
の
「
苦
情

道
の
「
苦
情

審
査
委
員
制
度
」

審
査
委
員
制
度
」

企
画
財
政
課 

広
報
広
聴
係

　
「
北
海
道
苦
情
審
査
委
員
制
度
」

を
ご
存
じ
で
す
か
？　

皆
さ
ん
に

代
わ
っ
て
、「
苦
情
審
査
委
員
」

が
中
立
的
な
立
場
で
、
道
の
機
関

に
対
し
必
要
な
調
査
な
ど
を
行
い

ま
す
。

　

審
査
の
結
果
、
道
の
業
務
や
制

度
に
不
備
な
点
や
問
題
が
あ
る
と

き
は
、
道
の
機
関
に
是
正
や
改
善

を
求
め
ま
す
。
皆
さ
ん
自
身
の
利

害
に
関
わ
る
苦
情
で
あ
れ
ば
「
苦

情
審
査
委
員
」
に
申
し
立
て
が
で

き
ま
す
。

● 

苦
情
申
立
書
は
、
道
庁
『
道
政

相
談
セ
ン
タ
ー
』
ま
た
は
各
総

合
振
興
局
『
道
政
相
談
室
』
に

用
意
し
て
い
ま
す
。

● 

申
立
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

 　

道
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
「
相
談

窓
口
」
↓
「
01
：
主
な
相
談
機
関
・

窓
口
等
一
覧
」
↓
「
道
政
相
談

セ
ン
タ
ー
」
か
ら
。（http://

w
w
w
.pref.hokkaido.lg.jp.ss/

dsc/kujyou.htm

）

● 

申
し
立
て
は
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ

ク
ス
、
メ
ー
ル
で
。

■
問
合
せ

・ 

北
海
道
総
合
政
策
部
知
事
室
道

政
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎ 

０
１
１
・
２
０
４
・
５
０
２
２

　

 

メ
ー
ル kujyou.koueki@

pref.
hokkaido.lg.jp

・ 

各
総
合
振
興
局
（
振
興
局
）
地

域
政
策
部
道
政
相
談
室 

担
当
課
・
係
か
ら

ひ
と
こ
と

お
知
ら
せ

　

 

掲
示
板

病院仮囲いに展示されている絵

工事現場の方々

「人権擁護委員」をご存じですか？「人権擁護委員」をご存じですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町民課　戸籍年金窓口係

１    法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が行う「人権活動」とは、具体的にどのよう
な活動ですか。

　　Ａ　人権擁護委員の活動は主に次の３つです。

　　　①  地域の皆さんからの人権相談に応じる。（夫・パートナーからの暴力、子どもの「いじめ」、児童・

高齢者虐待、障害者に対する差別など）

　　　②  法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をする。

　　　③  地域の皆さんが人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行う。

２   人権相談は、いつ、どこで行われているのですか。

　　Ａ　 釧路地方法務局帯広支局内において、土曜・日曜および祝祭日を除いて、毎日午前８時30分から
午後５時15分まで、面談または電話による人権相談に応じています。

　　　　（23年度の鹿追町特設相談所は６月13日に実施済み）

　　　　　《問い合わせ先》　釧路地方法務局帯広支局　　☎ ０１５５－２４－５８２３
　　　　　　　　　　　　　※ 相談料は無料です。

３   人権が侵害された場合、どのように解決してもらえるのですか。
　　　

４   重点目標

みんなで築こう  人権の世紀　～ 考えよう相手の気持ち  育てよう思いやりの心 ～

　　《私たちの町（鹿追町）の
　　　　　　　　人権擁護委員の方々です》

　　　　　　　葛　西　節　子 さん　　　
　　　　　　　西　科　　　隆 さん
　　　　　　　宮　下　弘　子 さん

被害の申告 調　査 侵犯事実認定
法務省の人権擁護機関
（法務局職員）
（人権擁護委員）

※  調査はあくまで関係者の協力によるいわゆる任意のものであり、警察官や検察官
が行うようないわゆる強制捜査ではありません。また、侵犯事実を認定できない
場合もあります。

人権が侵害された場合の被害者救済の流れ

救済のための措置 処理結果通知⇨⇨

⇨ ⇨ ⇨

人権の花植栽風景（上幌内小学校）
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